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大阪高裁総第608号

令和2年7月16日

山中理司様

大阪高等裁判所長官安浪亮

司法行政文書不開示通知書

6月25日付け（同月26日受付）で申出のありました司法行政文書の開示につ

いて，下記のとおり開示しないこととしましたので通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

裁判所における安全確保の観点から，来庁者に影響を及ぼさない範囲で，裁判

所の外周，敷地内への警察官の巡回要請を行った，令和2年3月頃の文書

2 開示しないこととした理由

1の文書の存否を答えることは，不開示情報である庁舎管理事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがある情報（行政機関情報公開法第5条第6号に相当）を

開示することとなるので， その文書の存否を答えることはできない。

(担当） 総務課電話06 （6316） 2519


